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令和７年度 （介護予防）認知症対応型共同生活介護事業者 

公募要項 
 

１ 公募の趣旨    

可児市では、第９期介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）に基づき、

「（介護予防）認知症対応型共同生活介護」の事業所を整備・運営する事業者を公

募します。 

 

２ 募集内容 

サービス種別 募集地域 募集数 定員 

・認知症対応型共同生活介護 

・介護予防認知症対応型共同生活介護 

※両方、若しくは一方。 

※サテライト事業所、増設（既設事業所の

定員変更）の形態も可とする。 

可児市全域 
1 事業所 

（1ユニット） 
９人以下 

   

３ 事業開設時期   

令和９年４月１までに介護保険法に基づく事業者指定（変更手続きを含む）を受

け、事業所を開設できる見込みであること。 

 

４ 応募事業者の資格要件、並びに施設等の要件 

応募事業者は、以下の要件を全て満たすことが必要となります。 

(1) 運営主体は法人格を有していること。なお、新設法人を設立する場合は、事業所

の指定申請までに設立登記が完了していること。 

(2) 本事業の実施に必要な能力、経験及び経済基盤を有しており、長期的で安定した

運営が可能であること、又は確実な運営が見込まれること。 

(3) 介護保険法第 78 条の２第４項、第 115 条の 12 第２項に規定する欠格事項に該当

しないこと。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団を利する関係

を有するものでないこと。 

(5) 法人及び代表者に国税及び地方税の滞納がないこと。 

(6) 「可児市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備、運営等に関する基準を定める条例」（平成 24 年可児市条例第 27

号）、「可児市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める規則」（平成 25 年可児市規則第５号）など介護保険関係の基準を満
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たし、その他の関連する法令等にも適合していること。 

(7) サービスを実施する土地・建物等が確保されている、又は確実に確保する見込み

があること。 

(8) サービスを実施する土地・建物は、原則として事業者が所有していること。ただ

し次の条件を満たす場合は貸与でも可とする。 

(ア) 貸与を受ける土地・建物には、当該施設を経営する事業の存続に必要となる

期間の賃借権を設定し、かつこれを登記すること。 

(イ) 賃借料の額は、事業者の経営の安定性の確保や社会福祉事業の特性などから、

周辺の賃借料と比較して極力低額であることが望ましく、また事業者が当該

賃借料を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められること。 

(9) 事業所を開設しようとしている地域において、関係住民に理解が得られている、

又は得られる見込みである若しくは得られるための方策があること。 

(10) サービスを実施する土地・建物が、土砂災害特別警戒区域の区域内にないこと。

また、当該土地・建物が、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域にある場合、災害

を想定した設計内容、避難計画の作成等、安全上及び避難上の対策を行うこと。 

 

５ 募集期間、応募書類及び提出方法等 

<募集期間>  令和７年 11 月 17 日（月）～令和７年 12月 16 日（火） 

※土日祝日を除く 

午前９時 00 分～午後５時 00 分 

 

<応募書類・部数> 下記「応募書類一覧」に掲げる書類一式（正本１部、副本１部） 

 

<応募書類一覧> 

各様式は、市ホームページからダウンロードしてください。 

各書類の詳細につきましては、⑫のチェック表をご確認ください 

① （介護予防）認知症対応型共同生活介護 公募申請書 ･･･様式 1 

② 欠格事項に該当しない旨の誓約書 ･･･様式 2 

③ 事業運営実績一覧表 ･･･様式 3 

④ 事業計画書 ･･･様式 4 

⑤ 開設提案書 ･･･様式 5 

⑥ 資金計画書 ･･･様式 6 

⑦ 各経歴書 ･･･様式 7-1､7-2､7-3 

⑧ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ･･･様式 8 

⑨ 備品・設備等一覧表 ･･･様式 9 
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⑩ 設置に伴う地元への説明経緯、並びに関係機関 

との事前相談の状況 

･･･様式 10 

⑪ 添付書類 ･･･⑫チェック表参照 

⑫ （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

公募事業者提出書類チェック表 
 

 

<提出方法等> 

(1) 応募事業者は、紙媒体の応募書類一式を応募期間内に可児市役所 介護保険課へ直

接持参し提出してください。（郵送、ＦＡＸ、電子メールによる提出は受け付け

ません。） 

なお、応募書類を提出の際は、事前に電話で予約の上、来庁願います。 

(2) 前項(1)の紙媒体とは別に、上記⑫のチェック表で「デジタルファイル提出要」と

なっている項目書類については指定の様式に入力のうえ、電子メールにて下記

「お問合せ先」アドレスヘ、デジタルファイル（excel）をお送りください。 

(3) 応募書類はＡ４版ファイルに綴じ込み（左綴じ）、応募書類一覧の番号ごとにイ

ンデックス付きの仕切りを入れてください。 

(4) 応募書類は、特に指示があるもの及び証明書等の既定の大きさのもの以外は、Ａ

４サイズで作成してください。（Ａ３版の折込み可） 

(5) ファイルの表紙と背表紙に「（介護予防）認知症対応型共同生活介護 応募書類

（法人名）」と記入してください。 

 

６ 質問の受付について 

応募に関するご質問は、「（介護予防）認知症対応型共同生活 事業者公募に関

する質問書」（様式は、市ホームページからダウンロードしてください。）にご記

入の上、ＦＡＸ又は電子メールにてお送りください。（窓口又は電話での質問は受

け付けません。） 

回答は、市ホームページにおいて随時掲載します。 

なお、評価基準内容や他の応募者の計画内容に関する情報等に関するご質問は回

答しませんので、ご了承ください。 

<質問受付期間> 令和７年 11 月 10 日（月）～令和７年 12月 5 日（金） 

<質問送付先> 下記「お問合せ先」 

 

７ 審査・選定 

(1) 事業予定者の選定方法 

  可児市高齢者施策等運営協議会による審査評価を行った後、事業予定者を選定し、

最終的に市長が決定します。可児市高齢者施策等運営協議会による審査は書類審査及び
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ヒアリング審査です。ヒアリングの日時・内容については、応募された事業者へ別途通

知します。 

<主な評価項目> 

① 事業者の基本理念と運営方針 

② 認知症介護に対する考え方 

③ 事業経営の実績 

④ 資金計画 

⑤ 立地条件、土地建物の確保 

⑥ 地域住民に対する説明 

⑦ サービスの質の確保 

⑧ 職員の確保及び育成 

⑨ 地域との関わり 

⑩ 医療機関等との連携 

⑪ 事故・非常災害時の対応 

⑫ 衛生管理 

⑬ 苦情・相談窓口 

(2) 選定結果の公表 

選定結果については、全ての応募者に対して文書で通知します。また、決定した

事業予定者名をホームページで公表します。なお、可児市高齢者施策等運営協議会の

審査評価の詳細内容については、公表はしませんのでご了承ください。 

(3) スケジュール（変更になる場合もありますのでご承知おきください。） 

令和８年 1月下旬・・・可児市高齢者施策等運営協議会による審査評価 

平成８年 2月中旬・・・選定結果通知及び公表 

(4) その他 

・審査の結果、事業予定者該当なしとする場合があります。 

・必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。 

・事業予定者に決定された後、応募の際提出した内容と実際の事業計画が著しく

異なる場合は、事業予定者の決定を取り消す場合があります。 

 

８ 応募に際しての留意事項 

(1) 応募に係る一切の費用は、全て応募事業者の負担となります。 

(2) 応募期間経過後の提出書類の差し替え又は再提出は、原則認めません。また、提

出書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

(3) 応募における建物の権利者或いは事業予定地、又は地域住民等との間の確約書等

に基づき生じた損害賠償請求等については、応募事業者の責任に帰するものであ

り、可児市はその責任を一切負いません。 
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(4) 応募書類提出後に辞退する場合は、応募辞退届（様式自由）を提出してください。 

(5) 選定後の権利譲渡等は認めません。 

(6) 選定後の辞退、整備時期の変更等については、第９期可児市介護保険事業計画に

基づく事業の進捗に甚大な影響を及ぼすものであるため、応募にあたっては、事

業の実現性についての慎重な検討をお願いします。 

(7) 開設日の属する月の２月前の月末までに介護保険法に基づく事業所指定申請を行

ってください。指定申請にあたり、特に人員要件を満たさない等の理由により申

請ができず、開設が遅れるような事態とならないよう、応募段階から十分な準備

をお願いします。 

 

９ 補助金について 

事業予定者は、「可児市高齢者福祉施設等整備費補助金交付要綱」に基づき、補

助金の交付を申請することができます。補助対象事業及び補助対象経費は、「岐阜

県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」（以下「県要綱」とい

う。）によるものとし、補助金の額は県要綱に基づき、岐阜県から市へ交付される

補助金の額と同額とします。 

事業予定者に決定されたことをもって補助金の交付が決定されるわけではありま

せんので、資金計画等において、補助金が採択されない場合も念頭に置き、十分対

応できる場合に限り本公募に応募いただきますようお願いします。 

また、補助金を受ける場合は、その交付決定前に事業に着手することはできませ

んのでご注意ください。さらに、補助金の交付を受けて整備を行う場合は、施工業

者、納入業者等を入札により決定する必要があります。入札の方法は、市が行う契

約手続きの取扱いに準拠します。 

 

 【参考】岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 補助単価 

   〇施設整備助成  

    認知症対応型共同生活介護 １事業所につき 41,500 千円 

   〇施設開設準備経費支援 

    認知症対応型共同生活介護 定員１人につき 1,036 千円 

 ※今後金額の変更がある可能性があります。 

 ※災害レッドゾーン、土砂災害警戒区域、浸水想定区域等における新規整備に

ついて、補助の対象外になる可能性があります。 

 

【お問合せ先】 

可児市 介護保険課 介護事業者係 担当：中島・下園 

TEL：0574-62-1111（内：3241） 

FAX：0574-60-4616 

E-mail：kaigojigyosya@city.kani.lg.jp 


